許可証　再交付申請書

　　年　　月　　日　
　（宛先）幸田町長　


幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第７条第３項の規定により、許可証等の再交付を受けたいので、次のとおり申請します。
	再交付の申請をする許可証の種類
※該当するものに丸を付けてください
	・一般廃棄物（ごみ）処理業
・一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）処理業
・浄化槽清掃業

	許可（指定）年月日
	年　　月　　日

	許可（指定）番号
	指令幸第　　－　　号

	再交付申請の理由
	


備　考　・用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
　　　　・再交付１部につき１，０００円費用が掛かります。
（申請者）住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）


　　　　　電　話　　　　(　　　　)　　　　　　 　　








